
平成30年度主な施策等一覧（子ども青少年局）

区 分 事 項 予 定 額 頁

千円

新 規 子ども・親総合支援 3,330,037 1

ひとり親家庭市有施設優待利用事業 3,456 3

民間保育所等保育士奨学金返済支援事業 58,560 4

保育所整備推進員の配置 7,930 5

公立保育所の社会福祉法人への移管 61,055 6

拡 充 児童扶養手当 8,547,657 7

子どもに関する総合計画等の策定に向けた調
査

11,323 8

地域子育て支援拠点の設置 172,435 9

エリア支援保育所事業 17,227 10

保育案内人の配置 95,249 11

病児・病後児デイケア事業 379,461 12

児童虐待対応支援員の配置 97,651 13

子ども会活動の振興 67,703 14

ひとり親家庭応援専門員の配置 47,517 15

中学生の学習支援事業 359,206 16

高等職業訓練促進給付金 91,811 17

子ども発達支援体制のあり方に係る調査 8,000 18



区 分 事 項 予 定 額 頁

千円

障害児いこいの家事業 30,863 19

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 4,889 20

延長保育事業 967,714 21

産休・育休あけ保育所等入所予約事業 113,433 22

一時保育事業 414,994 23

私立幼稚園における預かり保育拡充モデル事
業

47,244 24

民間保育所等保育士宿舎借上げ支援事業 38,979 25

自立支援担当職員の配置 54,963 26

公立保育所の移転改築 292,846 27

あけぼの学園の改築 379,556 28

債権管理体制の強化 26,850 29

母子健康手帳の充実 4,142 30

特定不妊治療費助成事業 746,828 31

母子父子寡婦福祉資金貸付金 1,232,000 32

使 用 料 等
改 定

子どものための教育・保育施設等利用者負担
額

△ 17,421 33

（ 参 考 ）
平成３１年４月に向けた保育所等利用待機児
童対策【平成２９年度２月補正予算案】

2,426,521 34



平成 30年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 （新規）子ども・親総合支援 草案頁  20頁 

予 定 額 ３，３３０，０３７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

子どもが自死に至るような悲しい事件が二度と起きないよう、さま

ざまな悩みや心配を抱える子どもや親に寄り添って総合的に支援し、

子どもの目前の進路にとどまらず将来の針路を応援するため、「ナゴ

ヤ子ども・親総合支援推進調整会議」を設置した。 

この調整会議において協議する課題に対応していくため、必要な事

業等を実施する。 

２ 内 容 

（１）子ども・親総合支援基金の設置 

ア 概 要 

子ども・親総合支援を推進するため、新たに子ども・親総合支

援基金を設置する。 

イ 予定額 

３，０００，０００千円 

（２）子どもキャリアサポートモデル事業 

ア 概 要 

子どもたちが将来の針路について考え、夢や目標に向かって踏

み出すことができる環境づくりをサポートするため、キャリア支

援のノウハウを有する事業者に委託し、キャリア形成に資する相

談対応や情報提供等を行うモデル事業を実施する。 

イ 予定額 

６１，３７８千円 

ウ 実施時期（予定） 

平成３０年１０月 
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（３）家庭訪問型相談支援モデル事業 

ア 概 要 

不登校、成績などさまざまな悩みを抱える中学生、高校生を中

心とした子どもや親に対して、週１回程度の家庭訪問による相談

支援等を行うことにより、将来の針路を応援するためのモデル事

業を実施する。 

イ 予定額 

２６０，４０４千円 

ウ 実施時期（予定） 

平成３０年８月 

（４）子ども・親総合支援に係る調査 

ア 概 要 

子ども・親総合支援の課題について協議する「ナゴヤ子ども・

親総合支援推進調整会議」における協議の基礎資料を収集・整理

するため、経済団体等からの意見聴取や他都市における先行事例

の調査を行う。 

イ 予定額 

５，２５５千円 

（５）子どもの権利擁護機関の設置準備 

ア 概 要 

子どもの権利の侵害に関して擁護・救済を図る第三者機関の設

置に向けて、有識者からの意見聴取や市民意識の向上と気運の醸

成を図る啓発事業等を実施する。 

イ 予定額 

３，０００千円 

担 当 課 

【子ども・親総合支援基金の設置、子ども・親総合支援に係る調査、

子どもの権利擁護機関の設置準備に関すること】 

子ども未来課 電話９７２－３０８０（内線3080） 

【子どもキャリアサポートモデル事業、家庭訪問型相談支援モデル

事業に関すること】 

青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－３２５６（内線3256）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （新規）ひとり親家庭市有施設優待利用事業 草案頁  22頁 

予 定 額 ３，４５６千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  就労等で時間的余裕がなく、文化等の体験の機会が少ないひとり親家

庭に対して、市有施設の優待利用により利用料を軽減し、親子の触れ合

いや子どもの体験の機会を提供する。 

２ 内 容 

（１）対象世帯 

  児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯 

（２）実施方法 

  対象施設を親子で利用する場合に、区役所・支所で配付した優待券と

対象世帯であることを証する資料を施設受付で提示することにより当

該施設を優待利用（無料で利用）できる。 

（３）対象施設 

  名古屋城、東山動植物園、科学館、美術館、博物館（蓬左文庫を含む）

  ※優待利用できるのは常設展のみ。 

３ 実施時期（予定） 

  平成３０年１１月

担 当 課 青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－２５２２（内線2522） 
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平成 30年度主な施策等一覧 

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 
（新規）民間保育所等保育士奨学金返済支

援事業 
草案頁  23頁 

予 定 額 ５８，５６０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

積極的な保育所等利用待機児童対策などにより、保育士・保育教諭

の確保が喫緊の課題となってきた現状への対策として、安定して人材

が確保できるよう、奨学金を利用して資格を取得した保育士の就業を

新たに支援する。 

２ 内 容 

（１）対象事業者 

民間保育所、認定こども園、小規模保育事業所等地域型保育事業 

（２）対象保育士 

      養成施設卒業（修了）による資格取得後１年以内に就業した 

保育士 

 ただし、平成２８年度以降に就業した者 

（３）対象経費 

   就業開始から３年間の奨学金返済費用のうち、平成３０年４月以

降の費用 

   ただし、同一法人かつ市内施設等における就業継続が必要 

（４）補助額 

 補助基準額１０千円（月額） 

対象経費の１０／１０を補助

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （新規）保育所整備推進員の配置 草案頁  23頁 

予 定 額 ７，９３０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  保育所等利用待機児童対策が必要な地域において整備を促進する

ために、平成２９年度から嘱託職員１名を配置し、土地等の所有者

と保育所等を整備する法人のマッチングを行って、整備意欲のある

法人を支援してきた。 

今後は、地域住民との調整の支援など、保育所等の設置、運営の

円滑化を推進するためのコーディネートも含めた総合的な支援も実

施するために、新たに嘱託職員１名を配置するとともに、既存業務

を再構築し、２名体制とする。 

２ 内 容 

（１）配置する人数 

２人 

※平成２９年度から継続配置１人 

（２）配置予定時期 

平成３０年４月 

（３）主な業務内容 

【新規】保育所等の設置、運営の円滑化を推進するためのコーディ 

ネート 

   ・地域住民との調整の支援 

   ・地域活動への参加等、地域との関係づくりの支援 

   ・保護者等への相談援助等、保護者との関わりの支援 

【継続】土地等の所有者と保育所等を整備する法人のマッチング 

   ・市民、不動産業界、地域へのＰＲによる物件情報収集 

   ・情報収集した物件を状況確認し、概要を周知 

   ・希望する法人への情報提供 

   ・物件の整備に係る情報収集及び進捗管理

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－３１８２（内線 3182） 
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平成 30年度主な施策等一覧 

             子 ど も 青 少 年 局

事 項 （新規）公立保育所の社会福祉法人への移管 草案頁  23頁 

予 定 額  ６１，０５５千円 

事業の概要

１ 趣 旨 

公立保育所は、社会福祉法人への移管または統廃合を進め、７８

か所まで集約化し、機能強化を図る。 

２ 内 容 

（１）平成３１年度移管関係分     ５４，４２２千円 

区名 保育所名 実施内容 

港 土 古 保 育 園 引継ぎ共同保育 

補修工事 

測量・不動産鑑定    等 港 茶 屋 保 育 園

（２）平成３２年度移管関係分      １，１７５千円 

区名 保育所名 実施内容 

北 宮 前 保 育 園

移管先法人の選定懇談会経費 南 宝 生 保 育 園

守山 大 永 寺 保 育 園

（３）その他 

   移管関係事務費等         ５，４５８千円 

担 当 課  保育部保育運営課 電話９７２－３０９３（内線 3093） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）児童扶養手当 草案頁 21頁 

予 定 額 ８，５４７，６５７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

児童扶養手当について、関係政令の改正に伴い、全部支給に係る所得

制限限度額の引き上げ等を行う。 

２ 主な内容 

全部支給に係る所得制限限度額を収入ベースで130万円から160万円

（扶養親族等の数が１人の場合）に引き上げる。 

※平成３０年８月分から実施 

３ その他 

手当月額を物価スライドにより下表のように増額改定する。 

（アップ率0.5％） 

区分 平成30年度 平成29年度 

第１子 

全部支給 42,500円 42,290円 

一部支給 42,490円～10,030円 42,280円～9,980円 

第２子加算

全部支給 10,040円 9,990円 

一部支給 10,030円～5,020円 9,980円～5,000円 

第３子以降

加算（１人

につき） 

全部支給 6,020円 5,990円 

一部支給 6,010円～3,010円 5,980円～3,000円 

※全部支給及び一部支給（支給額）は受給者本人等の所得に応じ決定 

（参考）名古屋市ひとり親家庭手当においても、上記２の変更を行う。 

担 当 課 青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－２５２２（内線2522） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子ども青少年局 

事 項 
（拡充）子どもに関する総合計画等の策定

に向けた調査 
草案頁  21頁 

予 定 額 １１，３２３千円  

事業の概要 

１ 趣 旨 

  平成２７年度～平成３１年度を計画期間とする「なごや子ども・子

育てわくわくプラン2015～名古屋市子どもに関する総合計画～」及び

「名古屋市子ども・子育て支援事業計画」の次期計画策定のため、調

査・検討を行う。 

２ スケジュール 

  平成３０年度 

   子ども・若者・子育て家庭に関する意識・生活実態調査の実施 

   子ども・子育て支援協議会諮問・審議 

  平成３１年度 

   子ども・子育て支援協議会答申 

   パブリックコメント 

   次期（平成３２年度～）子どもに関する総合計画及び名古屋市子

ども・子育て支援事業計画策定 

担 当 課  子ども未来課 電話９７２－３０８０（内線3080）     
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）地域子育て支援拠点の設置 草案頁  21頁 

予 定 額 １７２，４３５千円 

事業の概要

１ 趣 旨 

家庭や地域における子育て機能の低下に伴う子育て中の親の孤立感、

不安感の増大等に対応するため、子ども・子育て支援新制度に基づき、

どの地域でも同じレベルのサービスを提供する地域子育て支援拠点を

中学校区に順次設置することにより、子育ての不安感、負担感等を緩和

するとともに、地域の子育て力の向上を図る。 

２ 事業内容 

（１）対象者   乳幼児及びその保護者 

（２）開設日時  週５日以上、かつ１日５時間以上 

（３）実施事業 

  ア 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進 

  イ 子育て等に関する相談、援助の実施 

  ウ 地域の子育て関連情報の提供 

  エ 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施（月１回以上） 

  オ 地域及び関係機関との協力、連携 

３ 拡充内容 

（１）実施か所数 

  ３０年度  前年度比較 

  ４０か所   １０か所増 

（２）実施方法 

   公募により事業委託先を選定 

（３）公募対象地域 

地域子育て支援拠点、保育所等地域子育て支援センター又は子ど

も・子育て支援センターが設置されていない中学校区 

（４）実施予定時期 

平成３０年１０月 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２-２６０１（内線2601）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）エリア支援保育所事業 草案頁  21頁 

予 定 額 １７，２２７千円 

事業の概要

１ 趣 旨 

地域における保育の質の向上と子育て支援の充実を図るため、各エ

リアにおいて研修を始めとする事業の企画・調整や関係機関同士のネ

ットワークを構築するためのコーディネート等を行うエリア支援保育

所事業の実施か所数を拡大する。 

２ 内 容 

（１）事業内容 

ア 保育の質の向上 

・保育の質の向上を目的とした研修等の企画・調整 

・個別相談支援や事例検討会開催等、公立・民間保育所等における 

セーフティネット機能確保のための働きかけ 

イ 地域の子育て家庭への支援 

・保護者同士の交流会開催や個別相談支援等、身近な場所での当事 

者目線に立った支援 

・区役所や保健所等の関係機関とのネットワークの構築 

（２）実施か所数 

区 分 
３０年度 

実施か所数 
前年度比較 

サポート園 

（「ユニット」の中心となり、事

業の企画調整等を行う保育所） 

１３か所 

３か所増 

上名古屋（西区） 

  中島（中川区） 

 鳴子（緑区）

一 般 園 

（サポート園と連携・協力して事

業を行う保育所） 

７か所 

４か所増 

如意、西味鋺（北区） 

瀬古、小幡（守山区）

   ※各地域において、サポート園と一般園が２～４園でユニットを組 

み、協力してエリア内で事業を実施 

担 当 課 保育部保育運営課 電話９７２－３０９５（内線3095） 
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平成 30年度主な施策等一覧 

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）保育案内人(ほいくあんないびと)の配置 草案頁  21頁 

予 定 額 ９５，２４９千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  区役所・支所において、保育所等に関する情報提供、相談など個々

のニーズに即したきめ細やかな対応を専門的に行う嘱託職員として保

育案内人(ほいくあんないびと)を配置している。 

  子育て世帯の多く集まる地域の子育てサロンなどへの出張相談の実

施等により、相談体制を強化するため、保育案内人の配置を拡充する。

２ 内 容 

（１）新たに配置する人数 

   ４人（千種区・港区・緑区・天白区） 

  ※平成２９年度配置 ２２人（各区・支所１人） 

（２）配置予定時期 

   平成３０年７月 

（３）主な業務内容  

  ア 区役所窓口等における保育サービスに関する相談や案内 

  イ 保育利用申込書の記載方法等の案内 

  ウ 保育所等利用保留児童及び保護者の状況把握（アフターフォ 

ロー）や相談記録の作成 

  エ 多様な保育サービス等に関する情報収集や情報提供 

  オ 地域の子育てサロン等への出張相談 

担 当 課  保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線 2523） 
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平成 30年度主な施策等一覧 

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）病児・病後児デイケア事業 草案頁  21頁 

予 定 額 ３７９,４６１千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

病気または病気回復期にあり集団保育等が困難な児童を施設で一

時的に預かる病児・病後児デイケア事業につき、医療機関型の実施か

所数の拡大等により、子育て支援の充実を図る。 

２ 内 容 

（１）対象児童 

ア 単独型・保育所型 病気回復期にある児童 

イ 医療機関型        病気または病気回復期にある児童 

（２）対象年齢 

生後６か月～原則小学６年生 

（３）開設時間 

月曜日～土曜日の８時～１８時（原則） 

（４）実施か所数 

区  分 ３０年度 前年度比較 

単 独 型  １か所 ― 

保育所型   １ か所 ― 

医療機関型 ２０か所 ２か所増 

計 ２２か所 ２か所増 

（５）その他 

空き状況のウェブサイト掲示（３０年度から）

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）児童虐待対応支援員の配置 草案頁  21頁 

予 定 額 ９７，６５１千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

増加し続ける児童虐待相談に対して、地域に身近な窓口である区役所

が、児童相談所との適切な役割分担のもとで、より迅速かつ的確な対応

を図ることができる体制を整備するため、区役所に配置している児童虐

待対応支援員を増員する。 

２ 内 容

（１）増員数

児童虐待対応支援員を５名増員（※）し、２４名配置する。

※千種区・東区・中区・守山区・天白区へ増員配置予定

（２）主な業務内容 

・社会福祉事務所に対する児童虐待通告に関し、家庭訪問を含む調

査、必要な実情の把握（児童の安全確認を含む） 

・児童虐待事案について、児童相談所等と情報交換を実施する等の

関係機関との連携業務 

・社会福祉事務所が所管する児童虐待事案について、定期的な家庭

訪問などの継続指導 

・児童の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ実施する必要な

調査及び指導並びにこれらに付随する業務 

≪参 考≫

児童相談所と兼務の児童福祉司を社会福祉事務所へ新たに４名増員

配置（楠・富田・南陽・徳重支所）予定（１６区・４支所に配置） 

児童虐待対応支援員に代えて正規職員を配置するもの 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－３９７８（内線3978） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）子ども会活動の振興 草案頁 21頁 

予 定 額 ６７，７０３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

子ども会の会員数は近年減少傾向が続いていることから、助成金の

対象人数要件を拡大し、子ども会活動の振興を図る。 

２ 内 容 

会員数５人以上９人以下の小規模子ども会への助成を実施 

会員数 
助成金額（年額） 

平成 30 年度 平成 29 年度 

200 人以上 60,000 円 60,000 円

100 人以上 199 人以下 40,800 円 40,800 円

35 人以上 99 人以下 21,600 円 21,600 円

10 人以上 34 人以下 19,600 円 19,600 円

５人以上  ９人以下 
16,000 円

（新設） 
－ 

担 当 課 青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－２５２１（内線2521）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）ひとり親家庭応援専門員の配置 草案頁 22頁 

予 定 額 ４７，５１７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

母子・父子自立支援員と連携して、家庭訪問等を行い、より身近な

ところでひとり親家庭の様々な相談に応じ、必要な指導や支援を行う

などの相談体制を強化するため、専門員の配置を拡充する。 

２ 内 容 

（１）新たに配置する人数 

４人（千種区・中区・瑞穂区・緑区） 

※既配置 ８区（各区１人） 

（北・中村・中川・港・南・守山・名東・天白） 

（２）配置予定時期 

平成３０年７月 

（３）主な業務内容 

ア 児童扶養手当現況届提出時において配付する「お困りごと相談

票」に基づく相談 

イ 家庭訪問等による相談支援及び情報提供 

ウ 求職情報の提供や企業等への同行支援による就業支援 

エ ひとり親が不安とする子どもの教育等について、関係機関との

連携を図り地域において支援 

担 当 課 青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－２５２２（内線2522）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）中学生の学習支援事業 草案頁 22頁 

予 定 額 ３５９，２０６千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

中学生の学習支援事業について、参加を希望する児童の増加が見込

まれることから、児童の受入れ体制を整える。 

２ 内 容 

（１）学習会場の実施か所の拡充 

ア 拡充する会場数 

７か所（１１１か所→１１８か所） 

※定員１，３３２名→１，４１６名 

（内訳）週１回：３か所 

週２回：４か所 

イ 開始予定時期 

平成３０年６月 

＜参考＞平成３０年度会場数 

（２）参加希望児童が多数の場合等に、柔軟に対応するため、学習サポ

ーター４名（児童１２名分）の追加配置を行う。 

区 分 週１回 週２回 合計（か所） 

子ども青少年局所管分 ７９ ３９ １１８ 

健 康 福 祉 局 所 管 分  ０ ３２  ３２ 

合計 ７９ ７１ １５０ 

担 当 課 青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－２５２２（内線2522）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）高等職業訓練促進給付金 草案頁 22頁 

予 定 額 ９１，８１１千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

業務従事に必要な資格の取得を促進し、母子家庭の母又は父子家庭

の父の就職を容易にするため、当該資格に係る養成訓練の受講期間に

おいて給付金を支給する高等職業訓練促進給付金事業について、支給

対象の拡充等により、支援の充実を図る。 

２ 拡充内容 

給付金の支給を受けて准看護師養成機関（２年課程）を卒業し、引

き続き、看護師養成機関・短大（２年間）に進学する場合に、通算３

年分の給付金を受給できるようにする。 

 ※支給月額：非課税世帯 １００,０００円 

       課税世帯   ７０,５００円 

  支給期間：修学期間の全期間（上限３年） 

担 当 課 青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－２５２２（内線2522）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 
（拡充）子ども発達支援体制のあり方に 

係る調査 
草案頁  22頁 

予 定 額 ８，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

近年の発達障害の認知の高まりなどを受けて、子ども発達支援施策

のニーズが増加しており、地域療育センターにおける初診待機期間の

長期化や、児童発達支援センターにおける利用希望者の増加が課題と

なるなど、子どもの発達支援を取り巻く環境が複雑多様化している。 

このため、社会調査の実施及び分析を行い、今後の子ども発達支援

体制のあり方について検討する。 

２ 内 容 

（１）社会調査の実施 

保護者を対象に、障害児通所支援をはじめとする子ども発達支援

施策の利用状況、保育所をはじめとした子ども・子育て支援の一般

施策の利用状況に関する調査等を実施することにより、各施策のニ

ーズを把握する。 

（２）地域療育センター等のあり方に係る検討 

調査結果をもとに、地域療育センター及び児童発達支援センター

等の地域資源の役割・機能を整理し、子どもの発達支援体制のあり

方に係る検討を進める。 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）障害児いこいの家事業 草案頁  22頁 

予 定 額 ３０，８６３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  発達に遅れや不安がある子どもを持つ保護者が気軽に立ち寄り、子

どもの発達について相談したり、同じ悩みを持つ保護者同士が交流す

るほか、親子遊びなどを通じて子どもの発達支援を促す場である「障

害児いこいの家」について、実施か所数の拡充により、障害児福祉の

充実を図る。 

２ 内 容 

（１）対象世帯 

   発達に遅れや不安のある子どもとその保護者 

（２）実施か所数 

   １１か所 → １３か所 （２か所増） 

（３）拡充予定時期 

   平成３０年８月 

（４）事業者の選定 

   公募により実施 

（５）事業者向け研修の実施 

   障害児いこいの家事業を行う事業者に対して、事業の質を確保す

るために研修を実施 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 
（拡充）軽度・中等度難聴児補聴器購入費 

助成事業 
草案頁  22頁 

予 定 額 ４，８８９千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対

し、補聴器の購入又は修理にあたり必要な費用の一部又は全部を助成す

ることにより、当該児童の教育・言語訓練及び生活適応訓練の促進を図

る事業であり、平成３０年度から助成基準額の拡充を行う。 

２ 内 容 

（１）対象者（以下の①～④のすべてを満たす者） 

  ①市内に住所を有している１８歳未満の者 

  ②左右いずれかの耳の聴力レベルが３０ｄＢ以上である者 

  ③補聴器の使用が必要と医師に判断された者 

  ④市民税所得割４６万円以上の者がいない世帯に属する者 

（２）助成基準額 

《拡充前》 

厚生労働省告示『補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算

定等に関する基準』（以下、「補装具基準」という。）に掲げる「高度

難聴用耳かけ型補聴器およびイヤモールド」の金額に準ずる。 

  ※片耳当たり助成基準上限額 （購入）43,900 円 

（修理） 9,000 円 

 《拡充後》 

  補装具基準に掲げる各補聴器及び付属品の金額に準ずる。 

  ※（例）（購入）高度難聴用ポケット型    34,200 円 

耳あな型（オーダーメイド） 137,000 円 

（修理）ＦＭ型ワイヤレスマイク交換 98,000 円 

（３）助成率 

  現に補聴器の購入又は修理に要した費用の３分の２ 

※各助成基準額の３分の２を上限額とする 

※生活保護世帯及び市民税非課税世帯等の場合は全額市が負担 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線2516） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）延長保育事業 草案頁  22頁 

予 定 額 ９６７，７１４千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

保育所等において利用時間帯を超えて延長して保育を行う延長

保育について実施か所数を拡大することにより、保護者の就労時間

の多様化に対応する。 

２ 実施か所数 

通常の開所時間からの延長保育（１１時間を超えて保育する場合） 

区  分 ３０年度 前年度比較 

 １ 時 間 延 長 
公 立 ８３か所 ３か所減 

民 間 ２９１か所 １７か所増 

 ２ 時 間 延 長 民 間 １５か所 ― 

 ４ 時 間 延 長 民 間 ４か所 ― 

 ６ 時 間 延 長 民 間 ２か所 ― 

夜 間 保 育 延 長  

（翌午前 1時までの延長保育）
民 間 ４か所 ― 

合  計 ３９９か所 １４か所増 

※公立保育所の実施か所数減は社会福祉法人への移管に伴うもの 

担 当 課 
保育部保育企画室 電話 ９７２－２５２３（内線 2523） 

保育部保育運営課 電話 ９７２－３０９５（内線 3095） 

－21－



平成 30年度主な施策等一覧 

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 
（拡充）産休・育休あけ保育所等入所予約

事業 
草案頁  22頁 

予 定 額 １１３，４３３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

産休・育休あけ時に保育所及び認定こども園を利用できるよう、

産休・育休開始時に利用する施設を指定して予約を行う保育所等入

所予約事業について、実施か所数を拡大し、子育て家庭に対する就

労支援の充実を図る。 

２ 実施か所数 

区  分 ３０年度 前年度比較 

公 立 保 育 所   ７か所 ― 

民間保育所等  ９９か所 ４か所増 

計 １０６か所 ４か所増 

３ 予約方法 

出産予定日の８週間前の日以降に利用予定日及び利用予定施設

を特定して区役所に予約の申し込みを行う。 

担 当 課 
保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線 2523） 

保育部保育運営課 電話９７２－３０９５（内線 3095） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）一時保育事業 草案頁  23頁 

予 定 額 ４１４，９９４千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

パート勤務など保護者の短時間就労等に対応するため、一時保育

事業の実施か所数を拡大することにより子育て支援の充実を図る。 

２ 内 容 

（１）一般型 

家庭保育が一時的に困難となる場合に、児童を預かる事業を保 

育所等において実施 

   ・民間保育所等における実施か所数の拡大 

   ・小規模保育事業所における実施か所数の拡大 

区  分 ３０年度 前年度比較 

公 立 保 育 所  ４か所  １か所減 

民 間 保 育 所 等 ５１か所  １か所増 

小規模保育事業所  ８か所  ３か所増 

※公立保育所の実施か所数減は社会福祉法人への移管に伴う 

もの 

※上記のほか、公立保育所 ９９か所において、平日（月曜日～ 

金曜日）に市内 １０か所程度でリフレッシュ保育に特化した事 

業を実施 

（２）幼稚園型 

新制度に移行した幼稚園等において、夕刻や夏休み等に１号認 

定の在園児を一時的に預かる事業を実施 

   ・実施か所数の拡大 ６２か所（１１か所増） 

担 当 課 
保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線 2523） 

保育部保育運営課 電話９７２－３０９５（内線 3095） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 
（拡充）私立幼稚園における預かり保育 

拡充モデル事業 
草案頁  23頁 

予 定 額 ４７，２４４千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

私立幼稚園において、保育所等利用基準に準じた保育を必要とす

る在園児を対象に、教育時間終了後の夕刻や長期休業等に預かり保

育の長時間化・通年化を行った場合に補助を行うモデル事業を実施

している。 

保育ニーズの高い夏休み等に預かり保育を実施する長期休業特化

型の実施か所数を拡大し、待機児童対策に資する事業として充実を

図る。 

２ 内 容   

（１）対象児童 

   保育所等利用基準に準じた私立幼稚園の在園児 

（２）実施時間 

区  分 時  間 

長期休業特化型 
対象：長期休業における月～金曜日 

時間：学期中における開園時刻～１７時 

通常型 

対象：月～金曜日（通年） 

時間：教育時間終了時刻～１８時 

（長期休業は学期中における開園時刻～１８時）

（３）実施か所数 

区  分 ３０年度 前年度比較 

長期休業特化型 １２か所 ４か所増 

通常型 ６か所 ― 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３ (内線2523) 
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平成 30年度主な施策等一覧 

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 
（拡充）民間保育所等保育士宿舎借上げ支

援事業 
草案頁  23頁 

予 定 額 ３８，９７９千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

積極的な保育所等利用待機児童対策などにより、保育士・保育教諭

の確保が喫緊の課題となってきた現状への対策として、安定して人材

確保ができるよう、民間保育所等が保育士用宿舎を借り上げた場合に

かかる経費への支援を拡充する。 

２ 内 容 

（１）対象事業者 

  ア 現行対象 

民間保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こど 

も園 

  イ 拡大対象 

     幼稚園型認定こども園、小規模保育事業所等地域型保育事業 

（２）対象保育士 

 採用後３年以内を５年以内へ拡大 

 ただし、親元から勤務先まで通勤時間が概ね１２０分を超 

える者 

（３）対象経費 

家賃 

共益費又は管理費 

（４）補助額 

 補助基準額（月額）８０千円を８２千円へ拡大 

対象経費の３／４を補助

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線2523） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）自立支援担当職員の配置 草案頁  23頁 

予 定 額 ５４，９６３千円

事業の概要 

１ 趣 旨 

貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、児童養護施設の入所

児童及び退所児童に対して、児童の特性を踏まえ個別に支援を行う専

任の自立支援担当職員を配置し、児童の社会的自立を支援する。 

２ 内 容 

（１）配置施設 

民間児童養護施設 

６か所 → ９か所（３か所増） 

（２）配置職員 

常勤職員各施設１人 

（３）主な役割 

ア 児童の状況を踏まえた進学・就職・生活支援等の自立支援 

イ 施設退所後のアフターケアの充実 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線 2516）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）公立保育所の移転改築 草案頁  23頁 

予 定 額 ２９２，８４６千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

公立保育所のうち、老朽化が進んでいる園や現地での運営が困難に 

なる園について、移転改築及び園舎の解体を行う。 

２ 内 容 

（１）如意保育園の移転改築 

                    ２４１，８４６千円 

現在地 北区三軒町 

移転予定地 北区如意一丁目（旧楠学習センター跡地） 

定 員 ９０人（うち３歳未満児２０人）予定 

事業計画 
平成３０年度 新園舎の建設 

平成３１年度 新園舎へ移転 

（２）旧正色第一保育園の解体 

                     ５１，０００千円 

所在地 中川区下之一色町字中ノ切 

事業計画 

平成３０年度 新園舎へ移転 

（正色第一・正色第二統合園） 

旧園舎解体 

担 当 課 保育部 保育運営課 電話９７２－３１８８（内線3188） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）あけぼの学園の改築 草案頁  23頁 

予 定 額 

債務負担行為 

３７９，５５６千円     期 間： 

               限度額：１，３１９，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

福祉型障害児入所施設「あけぼの学園」について、施設の老朽化の

解消とともに、小規模グループケアによる家庭的な施設機能の導入に

より入所児童の生活環境の向上を図るため、改築整備を行う。 

２ 整備計画 

（１）予定地 

天白区植田山二丁目 

（２）定 員 

８０人（短期入所分１０人を含む） 

（３）整備スケジュール 

平成３０～３１年度  建設工事 

平成３２年度    現あけぼの学園取壊工事・外構工事 

担 当 課 子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２６２６（内線 2626）
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平成 30年度主な施策等一覧 

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）債権管理体制の強化 草案頁  23頁 

予 定 額 ２６，８５０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  区役所民生子ども課が回収を担当している５債権（民間保育所利用

者負担金、児童入所施設徴収金、児童手当返還金、児童扶養手当返還

金、母子父子寡婦福祉資金貸付金）は、第３次債権管理計画(平成２８

年３月策定)で主要な債権と位置付けられた。 

  上記５債権について、債権管理に係る取組みをより強化していくた

め、債権管理を専任で行う嘱託職員（児童福祉債権管理嘱託員）の配

置を拡充する。 

２ 内 容 

（１）新たに配置する人数 

   ４人（北区・中区・守山区・天白区） 

  ※平成２９年度配置 ４人（中川区・港区・南区・緑区） 

（２）配置予定時期 

   平成３０年７月 

（３）主な業務内容  

   上記債権に関する以下の業務 

   ア 債権管理台帳の管理、所管する債権の一元管理 

   イ 納付相談 

   ウ 滞納世帯に対する電話等による催告業務 

   エ 督促業務に係る補助

担 当 課 

 保 育 部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線 2523） 

子育て支援部子ども福祉課 電話９７２－２５１６（内線 2516） 

青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－３２５６（内線 3256） 

－29－



平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）母子健康手帳の充実 草案頁  27頁 

予 定 額 ４，１４２千円 

事業の概要

１ 趣 旨 

だれひとり取り残すことなく、子どもが成人するまで継続的に利用

できる母子健康手帳を作成し、父母が子どもの健康や成長に関心を持

ちつづけられるようにするとともに、父母が成人した子どもに手帳を

引き継ぐことにより親子の絆を深め、子どもが生涯にわたり自身の健

康づくりに活用することを目的とする。 

２ 事業内容 

（１）低出生体重児に対応した冊子及び 20 歳までの記録ができる母子健

康手帳の作成 

・低出生体重児とその親に配慮した内容の冊子を新たに作成する。 

・母子健康手帳に病歴や予防接種の記録を 20 歳まで記載できるよう 

にする。 

※作成にあたり有識者による検討会を設置予定。 

（２）「なごや子育てアプリ ＮＡＧＯＭｉｉ（なごみー）」の母子健康

手帳機能の充実 

・母子健康手帳に記録した乳幼児健康診査等の内容について、いつ

でも確認できるようスマートフォン向けアプリケーションを一部

改修する。 

（３）父親向け育児参加啓発リーフレットの作成 

・父親が育児に関心を持てるよう啓発するリーフレットを新たに作

成し、母子健康手帳の交付にあわせて配付する。 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２-２６０１（内線2601）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）特定不妊治療費助成事業 草案頁  27頁 

予 定 額 ７４６，８２８千円 

事業の概要

１ 趣 旨 

国制度に基づく特定不妊治療費助成事業について、自己負担が高額

となる場合があることから、本市独自の上乗せ制度を創設することで

不妊に悩み治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図る。 

２ 内 容 

（１）拡充内容 

 採卵から移植までの一連の治療を行う新鮮胚移植または凍結胚 

移植を実施した場合、初回申請を除き、それぞれ更に５万円または 

１０万円まで助成 

【現行制度との比較】 

治療内容 現 行 30年度 

新鮮胚移植を実施 
15万円 

(初回申請30万円)

20万円 

(初回申請30万円)

凍結胚移植を実施 
15万円 

(初回申請30万円)

25万円 

(初回申請30万円)

  ※他の治療内容については、現行制度どおり 

（２）対象者 

   平成３０年４月１日以降に治療が終了した者 

担 当 課 子育て支援部子育て支援課 電話９７２－２６０１（内線2601）
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項 （拡充）母子父子寡婦福祉資金貸付金 草案頁 72頁 

予 定 額 １，２３２，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

母子父子寡婦福祉資金貸付金について、関係政令の改正に伴い、新た

に大学院に就学するために必要な経費の貸付けに係る資金（修学資金

（就学中の学費等に必要な資金）及び就学支度資金（入学する際の入学

資金））を創設する。 

２ 内 容 

（１）修学資金貸付月額（限度額） 

ア 大学院（修士課程） １３２，０００円 

イ 大学院（博士課程） １８３，０００円 

（２）就学支度資金貸付額（限度額） 

ア 大学院（修士課程） ５９０，０００円 

イ 大学院（博士課程） ５９０，０００円 

担 当 課 青少年家庭部青少年家庭課 電話９７２－２５２２（内線2522） 
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平成 30年度主な施策等一覧 

子ども青少年局 

事 項 子どものための教育・保育施設等利用者負担額 

予 定 額 △１７，４２１千円（改定所要額） 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  保育所等の利用者負担額について、国は段階的な幼児教育の無償化

に向けた取組みの段階的推進として、平成３０年４月より低所得世帯

(年収３６０万円未満、下記階層区分Ｃ２、Ｃ３)の１号認定子どもに

対する軽減の拡充を予定していることから、本市においても国同様の

対応を行う。 

  あわせて、子ども・子育て支援新制度施行により新たに設定した利

用者負担額において、２号認定子どもと比べて１号認定子どもの利用

者負担額が一部の階層で上回っていることから、１号認定子どもの利

用者負担額の引下げを実施する。 

２ 概 要 

（１） 平成３０年度基準額(１号認定子ども) 

 階層区分 改定前 
改定後   (参考) 

 2 号短時間  改定額 

A 生活保護世帯 0 0 0 0 

B 市民税非課税世帯 
3,000 

2,500 △ 500 2,500 

C1 市民税均等割のみ課税 3,000 0 3,700 

C2
市民税所得割課税額 

12,900 

4,300 △ 8,600

4,300 

1 円以上 43,800 円未満
5,800 
8,400 

C3 43,800 円以上 77,101 円未満 8,900 △ 4,000
10,700 

13,000 

15,900 
C4 77,101 円以上 110,000 円未満

19,300 

15,900 △ 3,400 18,100 

C5 110,000 円以上 211,201 円未満 19,300 0
20,400 

22,500 

25,400 
C6 211,201 円以上 270,901 円未満 20,900 20,900 0

27,900 

C7 270,901 円以上   21,900 21,900 0

28,200 

28,300 

28,400 

28,500 

（２） 改定時期  平成３０年４月 

担 当 課 保育部保育企画室 電話９７２－２５２３（内線 2523） 
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平成 30年度主な施策等一覧

子 ど も 青 少 年 局 

事 項
平成３１年４月に向けた保育所等利用待機児童対策  

【平成２９年度２月補正予算案】

予 定 額  ２，４２６，５２１千円 

事業の概要

１ 趣 旨 

  本市では、これまで待機児童対策に積極的に取り組んできた結果、

４年連続で国の定義に基づく待機児童ゼロを達成した。 

  しかしながら、平成２９年４月において保育所等を利用できていな

い児童が７１５人おり、近年の保育ニーズの高まりによって今後とも

利用希望の増加が見込まれるため、平成３１年４月の待機児童ゼロを

目指し、子ども・子育て支援事業計画を踏まえ、引き続き対策を行う。 

２ 内 容 

区   分 金  額 か所数 利用枠拡大数 

民間保育所等の整備 1,166,321 千円 7か所 582 人(240 人)

市有地活用による民間保育所の整備  327,503 千円 2か所 150 人( 60 人)

民間保育所等の定員増を伴う老朽改築  224,669 千円 2か所 31 人( 31 人)

幼稚園から認定こども園への移行 239,793 千円 4か所 170 人( 50 人)

賃貸方式による民間保育所(本園)の設置  176,223 千円 4か所 240 人(120 人)

賃貸方式による民間保育所(分園)の設置 17,606 千円 1か所 20 人( 20 人)

小規模保育事業所の設置 274,406 千円 11 か所 209 人(209 人)

計 2,426,521 千円 31 か所 1,402 人(730 人)

注１：金額については、待機児童対策としての新たな整備費等を計上 

注２：利用枠拡大数の( )は、３歳未満児（再掲） 

【参考】平成２９年１１月補正予算（繰越明許費） 

区   分 金  額 か所数 利用枠拡大数 

賃貸方式による民間保育所(本園)の設置  395,016 千円 9か所 540 人(270 人)

担 当 課  保育部保育企画室 電話９７２－３１８２（内線 3182） 
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別紙 

民間保育所等の整備 

〔新設７か所〕 

整 備 予 定 地 東区山口町 西区笠取町 

施 設 種 別 保育所 認定こども園 

事 業 主 体 社会福祉法人 明生会 学校法人 福寿学園 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

７２人 

(３６人) 

６０人 

(３０人) 

開 所 予 定 平成３１年４月 

整 備 予 定 地 南区元桜田町 緑区桶狭間清水山 

施 設 種 別 保育所 保育所 

事 業 主 体 社会福祉法人 芳寿会 社会福祉法人 相和福祉会 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

９０人 

(３６人) 

６０人 

(３０人) 

開 所 予 定 平成３１年４月 

整 備 予 定 地 緑区徳重二丁目 緑区鳴海町 

施 設 種 別 保育所 保育所 

事 業 主 体 社会福祉法人 多治見清凉会 社会福祉法人 幸生会 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

９０人 

(３０人) 

９０人 

(３６人) 

開 所 予 定 平成３１年４月 

整 備 予 定 地 名東区にじが丘 

施 設 種 別 認定こども園 

事 業 主 体 学校法人 椙山女学園 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

１２０人 

 (４２人) 

開 所 予 定 平成３１年４月 
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別紙 

市有地活用による民間保育所の整備 

〔新設２か所〕 

整 備 予 定 地 
千種区平和公園二丁目 

平和公園内 

緑区浦里一丁目 

浦里小学校内 

施 設 種 別 保育所 保育所 

事 業 主 体 未定（社会福祉法人等） 未定（社会福祉法人等） 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

９０人 

(３０人) 

６０人 

(３０人) 

開 所 予 定 平成３１年４月 

民間保育所等の定員増を伴う老朽改築 

〔改築２か所〕 

整 備 予 定 地 守山区長栄 名東区神月町 

施 設 種 別 保育所 認定こども園 

現 施 設 名 和進館保育園 香流保育園 

事 業 主 体 社会福祉法人 和進奉仕会 社会福祉法人 香月福祉会 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

２２４人

(７７人)

→

→

２４０人 

 (９３人) 

４１６人

(９３人)

→

→

４３１人 

(１０８人) 

改 築 予 定 平成３１年４月 
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別紙 

幼稚園から認定こども園への移行 

〔改築４か所〕 

整 備 予 定 地 千種区天満通 西区宝地町 

施 設 種 別 幼稚園 → 認定こども園 幼稚園 → 認定こども園 

現 施 設 名 天満幼稚園 国風第三幼稚園 

事 業 主 体 学校法人 長養寺学園 学校法人 国風学園 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

９０人

(０人)

→

→

１１５人※１

 (１０人) 

３８９人

(０人)

→

→

３８９人※２

 (１５人) 

移 行 予 定 平成３１年４月 

※１ 移行後の定員は１号定員９０人を含み、保育の利用枠拡大数は２５人(１０人) 

※２ 移行後の定員は１号定員３５９人を含み、保育の利用枠拡大数は３０人(１５人) 

整 備 予 定 地 中川区下之一色町 南区鳥栖一丁目 

施 設 種 別 幼稚園 → 認定こども園 幼稚園 → 認定こども園 

現 施 設 名 正雲寺幼稚園 小桜幼稚園 

事 業 主 体 学校法人 正雲寺学園 学校法人 小桜学園 

定 員 

(３歳未満児再掲) 

１４０人

(０人)

→

→

１４０人※３

 (１５人) 

３１５人

(０人)

→

→

３２０人※４

 (１０人) 

移 行 予 定 平成３１年４月 

※３ 移行後の定員は１号定員１１０人を含み、保育の利用枠拡大数は３０人(１５人) 

※４ 移行後の定員は１号定員２３５人を含み、保育の利用枠拡大数は８５人(１０人) 
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